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 北九州市指定難病審査会規則をここに公布する。

  平成３０年３月１４日

北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市規則第７号

北九州市指定難病審査会規則

（趣旨）

第１条 この規則は、難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法

律第５０号）第８条第１項に規定する指定難病審査会の組織及び運営に関し

必要な事項を定めるものとする。

 （名称）

第２条 前条の指定難病審査会の名称は、北九州市指定難病審査会（以下「審

査会」という。）とする。

 （委員の定数）

第３条 審査会の委員の定数は、１５人以内とする。

（会議）

第４条 審査会の会議は、会長が招集する。

２ 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決すること

ができない。

３ 審査会の議事は、出席した委員の全員の合意をもって決する。

（庶務）

第５条 審査会の庶務は、保健福祉局において処理する。

（会長への委任）

第６条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会

長が定める。

   付 則

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。
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北九州市公告第１５９号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号の規定によ 

る道路を指定したので建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第 

１０条第１項の規定により、次のとおり公告する。 

  平成３０年３月１４日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 指定年月日及び指定番号 

  平成３０年３月１４日 第９４４７０２号 

２ 路線名 

路線名 事業名  幅員（ｍ）  延長（ｍ） 起点 終点 

都市計画

道路 ３

・４・１

２７号 

折尾中間

線 

北九州広

域都市計

画事業 

折尾土地

区画整理

事業 

 １８．０～

３２．０

２２０．０ 北 九 州 市

八 幡 西 区

堀 川 町 １

３ ６ ５ 番

３０ 

北 九 州 市

八 幡 西 区

堀 川 町 ７

１３番４ 
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